
定例会での一般質問が、１年後どのように反映されたかを追跡！
今回は、昨年３ 月定例会の中から選んでみた。

どうする老朽化した給食センター

　築３４年を経過した給食センター。設備は毎
年修理が必要。雨漏りも始まった。衛生面の問
題もある
　今後の改修計画はどうするのか

答　弁

1月には全議員にアンケート調査改修は、財政状況を見ながら判断

　昭和５３年にウエット方式で建築した。
ドライ方式導入までは、ドライ仕様の調理器具の
使用や作業方法を工夫して調理作業を継続する。
　築後３４年経過しているが、当面は修繕により
対処していく。改修計画は、財政の状況を見なが
ら判断していく

必要な個所の修繕をして対処

２４年度は以下の工事を実施した
　①蒸気ボイラー取替
　②大屋根雨漏り改修
　③貯湯タンク取替
２５年度も工事計画あり

業務継続計画（ＢＣＰ）策定予定は

　昨年末に実施した、職員研修の成果報告と、Ｂ
ＣＰの策定計画を聞く
＊ＢＣＰとは～災害が発生した時に、役場の業務
を極力停滞させずに、いかに早く通常業務に戻
すかのための計画

業務継続計画の策定に着手する

　研修で図上訓練を行い、業務継続計画策定の
必要性を認識した。２５年度に出る県の被害予
測調査をみて、町の防災計画の見直しと、業務
継続計画の策定に着手する。２ヵ年ほどが必要
である

業務継続計画策定に着手し、
対象を広げて、図上訓練を実施
　２５・２６年度の２ヵ年で、業務継続計画の策定
に着手する。また、主査以上の職員を対象にし
て、図上訓練を実施する

　　　　　写真は図上訓練風景（防災研究所提供）

　

どうなったあの答弁あ
の1年前の 質問

一般質問のあり方を研究

「一問一答方式」の確かな実施を目指して、
今年度は他町議会を視察、調査研究する

　24 年度から進めている議会改革、12 月には議会改革等特別委員会が発足、毎月の例会で
の論議と全員協議会での確認を経て、実行可能なものから実施に移している。
　一例として、視察は原則として、日帰り。視察先については、事務局任せでなく委員会等
でテーマに応じて決定し、事前研究や事後反省会を実施している。また、少数意見の中から
議員の規律などについては、直ちに実行に移した。

　（１）条例改定が必要な事項　（２）条例改定が必要でないもの　（３）その他、全部で 38
項目の提案・意見が出された。
　多数意見、少数意見、すぐに実行に移せること、調査等の時間を必要とすることに分け、
論議した。その結果、多数意見はもとより、少数意見も並行して取り上げることになり、丁
寧に検討している。

3月、例規集の紙ベース廃止を要望

　例規集デジタル化により紙ベースが不必要になり、経費節減になる。さらに IT 社会に対応
するためにもデジタル化は必要である。よって、3月 4日、町長に要望書を提出した。

　毎月の定例会では、各検討項目について、活
発な論議がなされているが、「議員の若返り対
策」は、「議員定数・議員報酬」とリンクする
ことであり、今後の課題として、引き続き論議
していく。

（1）議会委員会に関する条例の改正　　　　
　　 委員任期 2 年
（2）議会広報発行条例の制定　　　　　　　
　　 委員任期 2 年
（3）町議会の会議に関する規則の一部改正

（この3項目は地方自治法の改正に伴うものである。）

答　弁

どうなった どうなった

3月議会に3つの議員提案

1415
とよやま議会だよりNO.１２４　平成２５年５月１日とよやま議会だよりNO.１２４　平成２５年５月１日

紙ベース廃止の要望書を提出

議会の使命を果たすために、始動した議会改革


